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令和８年 ６月藤沢市議会定例会 

厚 生 環 境 常 任 委 員 会 資 料 
 

 

令和８年度国民健康保険料の料率について 

  

 

国民健康保険料の料率については、当該年度の被保険者数及び世帯数の見込み並びに

直近の国民健康保険の運営状況等により毎年度算定しており、令和８年度の国民健康保

険料について料率を算定したので報告いたします。 

 

１ 令和８年度平均被保険者数及び世帯数の見込み     

被保険者数：６８,１１３ 人（対前年△３,００８人） 

世  帯  数：４８,３３１世帯（対前年△１,４２６世帯） 

全市民に占める加入率（令和７年度末）１５.７１％（△０.４３％） 

 

２ 令和８年度国民健康保険料の料率 

令和８年度の国民健康保険事業費納付金は、診療報酬の引上げに伴う医療給付費の

増額や、子ども・子育て支援金制度の創設により、前年度から約４億２千万円の増額

となっており、一人当たりの国民健康保険事業費納付金は約１４,５００円増加してい

ます。 

国民健康保険事業費納付金の増額に伴い、令和８年度国民健康保険料の料率につい

ては増額をする必要がありますが、国民健康保険事業運営基金からの繰入れや繰越金

を活用し、一人当たりの保険料の引上げは約９,１００円としました。 

また、応能・応益の負担割合については、令和８年２月藤沢市議会定例会において、

所得割、均等割、平等割の比率を５６：３１：１３から５８：３１：１１に変更する

条例改正を行い、無所得、低所得者層の保険料上昇の抑制を図っています。 
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なお、具体的な料率等については次の表にお示ししているとおりです。 

 

【令和８年度国民健康保険料の料率及び賦課限度額】 

 

（１）医療分  

 

 

（２）後期高齢者支援金分  

 

 

（３）介護分  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 ①令和８年度 ②令和７年度 増減（①－②） 

所得割 ６.９９％ ６.９４％ ０.０５％ 

均等割 ３０,２４０円 ２８,５６０円 １,６８０円 

平等割 １５,９６０円 １８,４８０円 △２,５２０円 

賦課限度額 ６７０,０００円 ６６０,０００円 １０,０００円 

区分 ①令和８年度 ②令和７年度 増減（①－②） 

所得割 ２.９９％ ２.９７％ ０.０２％ 

均等割 １２,７２０円 １１,８８０円 ８４０円 

平等割 ６,７２０円 ７,６８０円 △９６０円 

賦課限度額 ２６０,０００円 ２６０,０００円 ０円 

区分 ①令和８年度 ②令和７年度 増減（①－②） 

所得割 ２.５７％ ２.５５％ ０.０２％ 

均等割 １２,１２０円 １２,４８０円 △３６０円 

平等割 ４,９２０円 ６,０００円 △１,０８０円 

賦課限度額 １７０,０００円 １７０,０００円 ０円 
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（４）子ども・子育て支援金分【新設】  

※１８歳未満の被保険者（１８歳に達する日以後最初の３月３１日以前である被保険

者）の均等割は全額軽減され、その軽減分は１８歳以上の被保険者で負担します。 

 

 

（５）一人当たり保険料 

  

◎所得割額算定の基となる所得は、総所得金額等から基礎控除額を除いた額である「旧

ただし書所得」を用います。 

以 上 

   （事務担当 福祉部保険年金課） 

区分 ①令和８年度 ②令和７年度 増減（①－②） 

所得割 ０.３０％       

均等割 １,３２０円          

18歳以上 

均等割※ 
７２円    

平等割 ７２０円      

賦課限度額 ３０,０００円      

①令和８年度 ②令和７年度 増減（①－②） 

１４１,３１２円 １３２,２４１円 ９,０７１円（６.８６％増） 


